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下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。 

適用拡大登録年月日：２０２２年１２月７日 

 

記 

 

１．農薬の登録番号及び名称 

登録番号 ： 第２３４７９号  

名  称 ： クミアイガスタード微粒剤 

 

２．変更の内容 

農薬登録申請書第７項中に、以下の事項を追加し、【変更後】へ改める。 
 

①作物名「やまのいも(むかご)」を追加する。 

②作物名「レタス」及び「非結球レタス」の適用病害虫名 適用雑草名に「黒根病」を追加する。 

③作物名「樹木類」に使用目的「定植ほ場のならたけ病菌の密度低減」及び「定植ほ場のならたけもどき病菌の

密度低減」を追加し、「定植ほ場の南根腐病菌、ならたけ病菌、ならたけもどき病菌の密度低減」とする。 
 

【変更後】（変更する作物のみ抜粋） 

作物名 
適用病害虫名 
適用雑草名 

使用量 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用方法 
ダゾメットを 
含む農薬の 
総使用回数 

やまのいも 
(むかご) 

根腐病 
褐色腐敗病 
一年生雑草 

20～30 
kg/10a 

植付21日 
前まで 

１回 

本剤の所定量
を均一に散布
して土壌と混
和する。 

１回 

レタス 

すそ枯病 
白絹病 

一年生雑草 

20～30 
kg/10a 

は種又 
は定植14日 
前まで 

黒根病 
ネグサレセンチュウ 

30kg/10a 

非結球 
レタス 

すそ枯病 
根腐病 
白絹病 

一年生雑草 

20～30 
kg/10a 

黒根病 30kg/10a 

 

作物名 使用目的 使用量 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用方法 
ダゾメットを 
含む農薬の 
総使用回数 

樹木類 

定植ほ場の 
南根腐病菌、ならたけ
病菌、ならたけもどき

病菌の密度低減 

100ｇ/㎡ 定植前 １回 

被害株跡地に
本剤の所定量
を均一に散布
して土壌と十
分混和する。 

１回 

 

  



３．当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容 

第８項の(１１)及び(２１)を以下のとおり変更し、別紙【変更後】のとおりとする。 

 

(１１)樹木類に使用する場合は、以下の点に注意すること。 

①南根腐病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合は、行政機関等(県､市町村)から南根腐病の発生地域

として指定された防除を必要とする場所での使用に限ること。また、安全管理及び使用方法については、

沖縄県の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮すること。 

②ならたけ病菌の密度低減及びならたけもどき病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合、安全管理及

び使用方法については、各都道府県の森林組合連合会、また林業試験場の安全使用に係る指導内容を遵守

し、人畜等への危被害防止に十分配慮すること。 

③被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに本剤を散布し、深さ４５cmに土壌と均一に

混和し、ガスバリアー性フィルムで被覆すること。本剤処理３０日後に被覆を除去して耕起し、植え付け

ること。 

 

(２１)たばこに使用する場合、次のことに注意すること。 

①秋期に使用する場合、本剤を均一に散布後、十分混和すること。混和後鎮圧してガスの蒸散を防ぎ翌春耕

起した後、植え付けること。 

②春期に使用する場合、本剤を散布後、十分混和すること。混和後そのまま放置し、２週間後に畦立てをし、

その２日後にビニール等で被覆すること。さらに２週間後に植え付けること。 

 



別紙 

【変更後】 

８．使用上の注意事項 

(１)使用量に合わせ秤量し、使いきること。 

(２)本剤を処理する前に耕起整地すること。 

(３)本剤は土壌中の水分によって分解し、ガスを発生することによって効果を発揮するもので、土壌の種類､水分含量､

温度等により効果にふれが出るので、以下のことに十分留意すること。 

①地温が１０℃以下のときには使用しないこと。 

②砂質土壌や乾燥した土壌で使用する場合は、ていねいに混和した後潅水して適度の水分を与えてから被覆す

ること。 

③次の場合はガスの拡散が遅いので被覆期間を適宜延長すること。 

ア.重粘土質の土壌の場合 

イ.降雨などにより土壌水分が多い場合 

ウ.地温が低い（１５℃以下）場合 

(４)センチュウが多発する条件、或いはトマト、なすではセンチュウ類に対する効果が劣る場合があるので、センチュ

ウを防除対象とする場合には、他の防除方法と併用して使用すること。 

(５)ガス抜きが不十分であると薬害が生じるおそれがあるので、少なくとも２回は耕起によるガス抜きを実施すること。

なお、ガス拡散の遅い条件の場合は特にていねいに行うこと。 

(６)本剤を全面に処理する場合、深さ１５～２５cmに土壌と十分に混和すること。特に、やまのいもに使用する場合、

深さ５０～６０cmに土壌と十分に混和すること。混和後ビニール等で被覆または鎮圧散水してガスの蒸散を防ぐこ

と。７～１４日後被覆を除去して、ガス抜きを行うこと。 

(７)本剤を苗立枯病または芝の目土用土に処理する場合、本剤を十分混和後ビニール等で被覆し、７～１４日後被覆を

除去して、ガス抜きを行うこと。 

(８)本剤が作物に直接ふれると薬害を生じるので、周辺に作物がある場合にはかからないように十分間隔をおいて薬剤

を処理すること。 

(９)温室やビニールハウスなどの施設内に作物がある場合、薬害を生じるおそれがあるので使用しないこと。 

(１０)りんご、桑、なし及びぶどうに使用する場合は、被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに本

剤を散布し、深さ２５～４０cm（りんごの場合は深さ４０cm）に土壌と均一に混和すること。本剤処理２０日後に

被覆を除去して耕起し、翌春に植え付けること。また、りんご、なし及びぶどうでは、植え付けた年は果実を収穫

しないこと。 

(１１)樹木類に使用する場合は、以下の点に注意すること。 

①南根腐病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合は、行政機関等(県､市町村)から南根腐病の発生地域とし

て指定された防除を必要とする場所での使用に限ること。また、安全管理及び使用方法については、沖縄県

の安全使用に係る指導内容を遵守し、人畜等への危被害防止に十分配慮すること。 

②ならたけ病菌の密度低減及びならたけもどき病菌の密度低減のため樹木類に使用する場合、安全管理及び使

用方法については、各都道府県の森林組合連合会、また林業試験場の安全使用に係る指導内容を遵守し、人

畜等への危被害防止に十分配慮すること。 

③被害株を抜き取った跡地の周辺部を含めてできるだけ広めに本剤を散布し、深さ４５cmに土壌と均一に混和

し、ガスバリアー性フィルムで被覆すること。本剤処理３０日後に被覆を除去して耕起し、植え付けるこ

と。 

(１２)ごぼうに使用する場合は生育抑制・岐根等の薬害を生じるおそれがあるので、処理からは種までの期間を十分と

り、ガス抜きをていねいに行い、発芽テスト等で安全を確認の上、は種すること。 

(１３)しょうが及び葉しょうがの根茎腐敗病に対しては、多発生条件では効果が不十分な場合があるので注意すること。 

(１４)は種又は定植の２０～１０日前に使用する場合は、地温２０℃以上の条件に限って使用すること。 

(１５)芝の目土に処理する場合は、目土中に含まれる雑草種子を殺す目的で目土を処理するものであるので除草剤とし

て、芝に直接散布することのないように注意すること。 

  



 

(１６)葉たまねぎ(苗床)及びたまねぎのは種１４日前までに使用する場合、本剤を均一に散布後、レーキ等で浅く（２

～３cm）混和し、ビニール等で被覆すること。７日後に被覆を除去し、さらにその後７日間放置し、は種前にレー

キ等で浅く整地しガス抜きを行うこと。 

(１７)たまねぎのべと病は感染力が強く拡がりやすい病害のため、散布剤との体系処理を行い、感染防除に努めること。 

(１８)たまねぎに秋期に使用する場合、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆すること。約２０日後に

被覆を除去してガス抜きを行うこと。は種は翌春に行うこと。 

(１９)ほうれんそうのホウレンソウケナガコナダニに使用量１０kgで使用する場合、本剤を均一に散布後、レーキ等で

浅く（２～３cm）混和し、ビニール等で被覆すること。５～１０日後に被覆を除去し、は種前にレーキ等で浅く整

地しガス抜きを行うこと。 

(２０)てんさいに秋期に使用する場合、本剤を均一に散布後、十分混和し、ビニール等で被覆すること。約２０日後に

被覆を除去してガス抜きを行うこと。は種は翌春に行うこと。 

(２１)たばこに使用する場合、次のことに注意すること。 

①秋期に使用する場合、本剤を均一に散布後、十分混和すること。混和後鎮圧してガスの蒸散を防ぎ翌春耕起し

た後、植え付けること。 

②春期に使用する場合、本剤を散布後、十分混和すること。混和後そのまま放置し、２週間後に畦立てをし、そ

の２日後にビニール等で被覆すること。さらに２週間後に植え付けること。 

(２２)ミツバチの巣箱周辺での使用はさけること。 

(２３)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病

害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。 

(２４)適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十

分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。 

 

以上 


